
令和は９

株式会社 ○○工務店

株式会社 ○○工務店
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カブシキガイシャ ○○コウムテン

還付金を振込む金
融機関名（金融機
関名は省略しない
で正確に）及び支
店名を記入してく
ださい。また、ゆう
ちょ銀行への振り
込みを希望する場
合も、この欄に記入
してください。なお、
ネット銀行の一部に
ついては振込が出
来ない場合があり
ます。

ゆうちょ銀行への
振込みを希望する
場合は、５桁の
「記号」－８桁の
「番号」をこちら
の欄にご記入くだ
さい。

郵便局での受取り
を希望する場合
は、こちらの欄に記
入してください。
（指定できない郵
便局もあります。）

年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
９
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　記入例４のように概算保険料および一般拠出金への充当後に還付が生じる場合は、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を
提出してください。

②厚生労働省HP（「主要様式ダウンロードコーナー（労働保険適用・徴収関係主要様式）」で検索してください。）
　からダウンロードできます。（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）
③労働局又は最寄りの労働基準監督署にあります。
　なお、郵便にて請求される場合は、返信用の封筒（切手貼付）を同封の上､ ｢労働保険料・一般拠出金還付請求書が必要｣
　である旨を記載し、送付してください。

次 （事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）
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還付請求を行う場合について

3 1 7 5 1

829

『事業主』欄と連絡先が異なる場
合は、ここに連絡先・電話番号を
ご記入ください。

1 0 1 6 0 0 1 0 1

13



28 23

３ 1

令 和 2

令 和  2

令 和  2 令 和  3

㉛法人番号

（元号：令和は9） （元号：令和は9）

雇用保険分

800,000

建築事業

829 0 0

800,000円 531,550円 268,450

差　　 額

268,450 267,621829円

tky13rlz

6 12

829

101600101 3501751

0.02

〔計算方法〕

一般拠出金へ充当する場合には、更に以下の計算となります。※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足
額を納付してください。
※還付額が生じた場合は、「⑩記入例１　充当額還付
額が出る場合」を参照してください。

○昨年度中に事業を廃止した場合は、口座振替の対象にはなりません。詳しくは、都道府県労働局にお問い合わせください。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

次のような場合には確定申告が必要となります。
①平成29年度中に事業廃止した場合②労働保険事務組合へ事務を委託した場合③元請工事を行わない場合④元
請・下請の労働者を使っての工事を行わない場合⑤他の都道府県へ移転した場合
なお、事業場の労働者が0人であっても、元請工事を行う場合には、廃止の申告はできません。

事業を廃止した場合の例記入例 6

差　　 額 還 付 額

�
欄
の
い
ず
れ

令和は９

3 1 7 5 1
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（注意事項）

　労働保険の保険料の徴収等に関する法律第41条第１項及び石綿による健康被害の救済に関
する法律第38条第１項において、保険料及び一般拠出金の還付を受ける権利は、行使するこ
とができる時から２年を経過したときは時効によって消滅する旨規定されております。
　したがいまして、事業主のみなさまにおかれましては、本請求書をできる限り早めに作成
していただき、所轄都道府県労働局あてご提出いただきますようお願いいたします。
　なお、行使することができる時から２年を経過した後に、本請求書をご提出いただいた場
合は、還付を受けることはできませんのでご注意ください。
　ご不明な点等がございましたら、所轄都道府県労働局までお問い合わせください。
　

※口座振替を利用している事業場の申告書について
　口座振替を利用している方への申告書には、以下のように印字されています。
　この申告書は金融機関（銀行、郵便局等）で受付することができませんので、管轄の労働局、労働基
　準監督署又は社会保険・労働保険徴収事務センターに持参するか郵送してください。
　口座振替を利用している場合は、領収済通知書を用いて金融機関に納付することができませんのでご
　注意ください。
　　なお、前年度中に事業廃止となった事業場は、口座振替の対象とはなりません。したがって、保険料
　等追加納付額が発生する場合には納付書による納付が必要になります。詳しくは都道府県労働局または、
　労働基準監督署にお問い合わせください。
　※労働保険の主な事業廃止事由
　①事業場を廃止する場合/②元請工事を行わなくなった場合/③労働保険の事務組合へ事務を委託した場合

[ 口座振替に関するQA ]
　Q .　現在、口座振替を利用していますが、口座振替の申込み手続きは毎年必要でしょうか。
　A .　すでに口座振替を利用していれば、毎年申込み手続きは必要ありません。口座振替日に引
　　　き落としが行われるよう、年度更新手続期間内に申告書のご提出を頂きますようよろしく
　　　お願いします。
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口座振替を利用している場合について

0.02

0 0829

829

0

建築事業

令 和 7

101

株式会社
○○興業

　○○○-○○○○
東京都
○○区○○○
○丁目○番地○○

●金融機関で受付できません。管轄の労働局等にご提出ください。

●●●●●●●●
●　口座振替　●
●●●●●●●●

口座振替を申込みいただいておりますので、
この申告書は金融機関で受付できません。
７月10日までに管轄労働局等に提出下さい。
全期・第１期口座振替日は、９月６日です。

※７月10日、９月６日が土・日・祝日の場合
には、翌営業日となります。

＊＊＊＊【口座振替のお知らせ】＊＊＊＊


